
 

問合せ先 

ＤＸ推進課 

直通電話 ０４２－７６９－８２１２ 

 

 

申請書作成支援システム「申請サポートプラス」を開始します︕ 
転入の際に必要な各種申請書を、パソコンやスマートフォンから作成・印刷することができる申請書

作成支援システム『申請サポートプラス』を、令和５年３月２日（木）から開始します。 

転入の際には、転入届だけではなく、印鑑登録の申請や児童手当の認定請求、マイナンバーカードに

関する手続等、様々な申請が必要となる場合がありますが、『申請サポートプラス』では、解説付きの簡

単な入力フォームから、各種申請書をまとめて作成し、御自宅のプリンタやコンビニエンスストアのマ

ルチコピー機等で事前に印刷することができます。 

手続検索サービス『わたしの手続案内』と連動しており、手続の検索から申請書の作成・印刷までを

一貫して行うことができますので、ぜひご利用ください。 

 

１ サービス開始日 
令和５年３月２日（木） 

 

２ URL 
https://tetsuzuki.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

「わたしの手続案内」と同一のwebページです。 

スマートフォン・タブレット等で右の二次元コードを読み取って、 

アクセスしてください。また、市ホームページや市ＬＩＮＥ公式 

アカウントからもアクセスできます。 

 

  ＜サービストップページ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月２８日 

相模原市発表資料  

現在のメニューは「さがす」だけですが、 

３月２日に「つくる」を追加します。 

「作成」をクリックすると、申請書の選択・

作成画面に移ります。使い方の詳細につき

ましては、別紙を御参照ください。 

https://tetsuzuki.city.sagamihara.kanagawa.jp/


 

別紙 
 ＜申請書選択ページ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ＜申請書作成ページ＞ 
 

 

右側の入力フォームに入力した情報が、 

申請書に反映されます。入力後は、右上

のメニューから申請書が印刷できます。 

いずれかにチェックを入れると、同時に作成する

申請書を選択できます。また、「さがす」の検索結

果からアクセスした場合、検索結果と連動して、必

要な申請書が自動的に選択されます。 


